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○水戸市国際交流センター条例施行規則 

平成18年３月20日 

水戸市規則第14号 

改正 平成20年６月23日規則第54号 

水戸市国際交流センター条例施行規則（平成10年水戸市規則第16号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この規則は，水戸市国際交流センター条例（平成17年水戸市条例第44号。以下「条例」とい

う。）第14条の規定に基づき，条例の施行について必要な事項を定めるものとする。 

（使用許可の申請等） 

第２条 条例第７条第１項の規定により水戸市国際交流センター（以下「センター」という。）の使

用の許可を受けようとする者は，次の各号に掲げる施設に応じ，当該各号に定める期間内に，国際

交流センター使用許可申請書（様式第１号）を指定管理者（条例第４条に規定する指定管理者をい

う。以下同じ。）に提出しなければならない。ただし，指定管理者が特別の理由があると認めると

きは，この限りでない。 

(1) 多目的ホール 使用日の６月前の日から使用日の３日前まで 

(2) 研修室，実習室，調理室及び和室 使用日の３月前の日から使用日の３日前まで 

２ 指定管理者は，前項の規定による申請を許可したときは，国際交流センター使用許可書（様式第

２号。以下「使用許可書」という。）を交付する。 

（許可に係る事項の変更等） 

第３条 センターの使用の許可を受けた者（以下「使用者」という。）は，許可に係る事項の変更又

は取消しをしようとするときは，使用日の３日前までに国際交流センター使用変更（取消）申請書

（様式第３号）に，使用許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。 

２ 指定管理者は，前項の規定による申請を受けたときは，直ちに審査してその適否を決定し，国際

交流センター使用変更（取消）許可書（様式第４号）を交付する。 

（使用許可の取消し等） 

第４条 指定管理者は，条例第10条の規定により使用の許可を取り消し，又は使用を中止させ，若し

くは制限するときは，国際交流センター使用許可取消等通知書（様式第５号）を交付する。 

（目的以外の使用許可の申請等） 

第５条 前３条の規定は，条例第12条第１項の規定によりセンターをその設置目的以外の目的に使用

する場合について準用する。この場合において，第２条第１項中「条例第７条第１項」とあるのは

「条例第12条第１項において準用する条例第７条第１項」と，同項第１号中「６月前」とあるのは

「２月前」と，同項第２号中「３月前」とあるのは「２月前」と，前条中「条例第10条」とあるの

は「条例第12条第１項において準用する条例第10条」と読み替えるものとする。 

（使用料の納付） 
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第６条 条例第12条第２項に規定する使用料は，使用許可書の交付を受けた際に当該使用料の全額を

納付しなければならない。 

２ 使用者は，使用内容の変更により既納の使用料に不足が生じたときは，不足額を納付しなければ

ならない。 

（使用料の減免） 

第７条 条例第12条第２項ただし書の規定により使用料を減額し，又は免除する場合は，次の各号に

掲げるとおりとする。 

(1) 国又は地方公共団体が使用するとき。 

(2) 前号に掲げるもののほか，市長が必要があると認めるとき。 

２ 前項の規定に該当する場合において，使用料の減額又は免除を受けようとする者は，使用日の14

日前までに，国際交流センター使用料減免申請書（様式第６号）を指定管理者に提出しなければな

らない。ただし，指定管理者が特別の理由があると認めるときは，この限りでない。 

３ 指定管理者は，前項の規定による申請を受けたときは，直ちに審査してその適否を決定し，国際

交流センター使用料減免決定通知書（様式第７号）を交付する。 

（平20規則54・一部改正） 

（使用料の還付） 

第８条 条例第12条第３項ただし書の規定による使用料の還付の額は，次の各号に定めるとおりとす

る。 

(1) 条例第12条第３項第１号に該当するとき 当該使用料の全額 

(2) 条例第12条第３項第２号に該当するとき 市長が必要と認める額 

２ 条例第12条第３項ただし書の規定に該当する場合において，使用料の還付を受けようとする者は，

国際交流センター使用料還付申請書（様式第８号）を市長に提出しなければならない。 

３ 市長は，前項の規定による申請を受けたときは，直ちに審査してその適否を決定し，国際交流セ

ンター使用料還付決定通知書（様式第９号）を交付する。 

（使用上の遵守事項） 

第９条 使用者又は入館者は，次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(1) 許可された施設以外の施設を使用しないこと。 

(2) 施設に設備を付加し，又は設置しないこと。 

(3) 使用する施設の定員を超えて使用しないこと。 

(4) 物品の販売，寄付金の募集等を行わないこと。ただし，許可を得た場合を除く。 

(5) 火気を使用しないこと。ただし，許可を得た場合を除く。 

(6) 壁，柱，扉等に張り紙，くぎ打ち等をしないこと。ただし，許可を得た場合を除く。 

(7) 広告その他これに類するものを掲示しないこと。ただし，許可を得た場合を除く。 

(8) 危険物及び他人に迷惑となる物を持ち込まないこと。 
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(9) 定められた場所以外の場所で喫煙又は飲食をしないこと。 

(10) 騒音，怒声等を発し，又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。 

(11) 使用後は，施設の清掃を行うこと。 

(12) 前各号に掲げるもののほか，センターの係員の指示に従うこと。 

（補則） 

第10条 この規則に定めるもののほか，必要な事項は，別に定める。 

付 則 

この規則は，平成18年４月１日から施行する。 

付 則（平成20年６月23日規則第54号） 

この規則は，平成20年７月１日から施行する。 
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様式第１号（第２条，第５条関係） 

様式第２号（第２条，第５条関係） 

様式第３号（第３条，第５条関係） 

様式第４号（第３条，第５条関係） 

様式第５号（第４条，第５条関係） 

様式第６号（第７条関係） 

様式第７号（第７条関係） 

様式第８号（第８条関係） 

様式第９号（第８条関係） 

 


